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無結露20年保証制度改定のお知らせ
～ 2021.1.1より「木造住宅結露被害20年保証制度」へ ～

関係各位

株式会社デコス(山口県下関市/代表取締役 安成信次)は、現在実施中の「デコスドライ工法無結露

20年保証」制度を2021年1月1日より改定します。

新保証制度は、「デコスドライ工法木造住宅結露被害20年保証制度」とし、多様化するニーズに

対してより明確な保証内容となります。また、今年4月の民法改正に伴う施工責任を強化するため、

管理文書を追加します。

＜今回の改定内容＞

今後もデコスでは、安全な材料と安心出来る施工品質により長期にわたる心地よさを提供すること

で、さらなるお客様満足度の向上を目指します。
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